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「新型コロナウィルス感染症対策」について 

 
 
 
 
拝啓 秋晴の候、皆様方におかれましては、ますますご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。 

 また、日頃より、当施設の運営にご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

 さて、８月上旬より実施させていただいております新型コロナウィルス感染症対策に伴う『ご面会

の制限』につきまして、ご利用者・ご家族の皆様方におかれましては、大変、ご不安とご心配をおか

け致しております。 

福岡県内におきましては、９月末に緊急事態宣言が解除となり、また、発生状況が減少しワクチン

接種も浸透してきました事から、検討を重ねた結果、１０月１８日（月）～新型コロナウィルスワク

チンを２回接種されたご家族の皆様方に限り、対面でのご面会を再開させていただく運びとなりまし

た（＊なお、ご面会の際には、２回のワクチン接種済みが証明できるもののご提示をお願い申し上げ

ます。ご面会の都度、ご確認させていただきます）。 

 つきましては、ご家族の皆様方におかれましては、ご面会の際は、別紙の項目にご留意いただきま

すよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。また、他のご家族やご親族の方にもお伝えいただけ

れば幸いです。 

 なお、今後の感染状況や国・関係機関等からの通達により、感染対策を変更（再開）させていただ

くことがございますので、併せて、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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別紙 

 

 

『面会制限』の一部緩和について（お知らせとお願い） 
 

 
新型コロナウィルス感染症対策に伴う『ご面会の制限』につきましては、ご不安とご心配

をおかけ致しております。 
令和３年１０月１８日（月）より、新型コロナウィルスワクチンを２回接種済みの方につ

きましては、下記の通り、『面会制限』を一部緩和させていただきます。 

ご面会について 

 

 

ご面会をご希望される場合は、必ずご面会日前日までにご連絡（ご予約）を頂きますよう、

お願い申し上げます。なお、ご面会できる場所に限りがあり、また、急なご面会の場合に対

応できない事がございますので、ご面会日当日のご予約、また、ご予約なしでのご面会はご

遠慮いただきますよう、併せてお願い申し上げます。 

 

 

【ご面会が可能な時間帯】 

・14 時～16 時の間   ＊15～20 分程度 

（＊上記時間帯でご面会が難しい場合はご相談ください。） 

 

【ご面会できる場所】 

   ・『面会室』や『会議室』 

（＊ご利用者のご状態に応じます。） 

 

 【ご面会できる人数】 

・２～３名程度 

（＊小学生以下のお子様、また、制限人数を超えてのご面会はお控え下さい。） 

 

【ご面会される方へのお願い】 

・同居者を含め健康状態に問題がない。（発熱、倦怠感、呼吸器症状など） 

・マスクの着用、検温、手指消毒の実施。 

・距離（1～2m 程度）をとっていただく。（＊ビニールカーテンを使用） 

  

 

＊対面でのご面会は、新型コロナウィルスワクチンを２回接種された方に限らせていただ 

 ます。ご面会の際は、２回のワクチン接種済みを確認できるもの（新型コロナウィルス 

 ワクチン予防接種済証や接種記録書など）のご提示をお願い申し上げます。 

ご面会の都度、確認させていただきますので、ご面倒をおかけしますが、ご理解・ご協力 

をお願い申し上げます。 

なお、ご提示いただけない場合やお忘れになられた場合など、確認ができない場合は、 

ご面会を控えていただく事がございますので、あらかじめ、ご了承いただきますようお願

い申し上げます。 


